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令和７年度長門市農業構想策定・実証業務仕様書 

 

１ 本業務の背景と目的 

本市は、山口県の北西部日本海側に位置し、平成17年 3月に隣接する1市３町が合併し

て誕生した。当市は、県内の約２割を占める繁殖肉用牛の飼育頭数を有するとともに、ブ

ロイラーについては全国でも数少ない養鶏専門農協があり、県内の出荷羽数の約８割を占

めるなど、畜産業が盛んな地域である。こうした地域特性を活かし、古くからその家畜ふ

んを有機資源として農業生産に有効に活用する地域資源活用体制が構築されており、山口

県内屈指の「耕畜連携農業」や「資源循環型農業」の先進地を自負している。 

こうした歴史的背景を踏まえ、国の「みどりの食料システム戦略」と歩調を合わせ、令

和 5 年 3 月には、「オーガニックビレッジ宣言」を行い、生産者や関係機関からなる「長

門市未来農業創造協議会 有機農業等専門部会」を立ち上げ有機農業の普及を進めており、

市内では有機栽培だけではなく、完全無農薬での自然栽培や、農薬や化学肥料を低減した

特別栽培など、多様な栽培手法の農業への取組が展開されている。 

その一方で、基幹産業である農業・畜産業の後継者不足が深刻で、有機農業等の新たな

「稼ぎしろ」を見出すことや、市内のみならず市外からの担い手の確保・事業継承、移住

定住の促進等も大きな課題となっている。 

そこで、本市の経済活性化の指針である「ながと６Ｇ構想」の基本理念キーワードであ

る「稼ぐ力」を高め、成長し続けるために、地域資源の有効利用を加速させることに加え、

先端技術の積極活用による「生産性の向上」及び域内循環の促進による「高付加価値化・

域内取引の活発化」を図り、さらに、「外部活力と地元事業者とのベストミックス」によ

る「経営の多角化」や域外マーケットへの販路開拓により域外から資金を呼び込み、それ

を域内に留め好循環させることを目指すこととしている。 

本業務では、本市の農業を強くするために、農業を起点とした新たな事業構想を策定し、

本市と親和性の高い市外企業を誘致し、あるいは地元農業法人等と協働しながら、先端技

術・ビジネスモデルを導入した有機農業の産地化、畜産×農業×エネルギーによる地域資

源を活用した新たな事業創造、マーケットに合わせた施設園芸の集積等、農業の新たな価

値を創造し、本市の農業を「稼げる農業」として、持続可能な成長産業への転換を図るこ

とを目的とする。 

２ 業務履行期間 

契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

３ 契約限度額 

６，０５０千円（消費税額及び地方消費税額計を含む） 

※当契約上限額は、当仕様書「４ 業務内容（１）～（６）」記載の各業務に要する経

費の合計額とする。 

４ 業務内容 

(１)市の現状調査・課題整理 

・  本市の農業および産業全体の現状について、農業生産額等のデータに基づき分析し、
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課題を明らかにすること。 

(２)先行事例調査 

・  農業事業構想の作成に向け、モデルとなる地域・企業の先行事例を調査すること。 

なお、調査対象には海外事例を 1つ以上含めること。 

(３)農業構想の作成 

・  (１)で整理した課題及び(２)で調査した先行事例や、市の政策・戦略の把握・整理、

国内外事例を題材にした目指す方向性議論を踏まえ、本市の農業構想を作成すること。 

(４)誘致ターゲット企業へのアプローチ 

・ (３)で作成した農業構想を基に誘致したい企業のターゲット像を明確化するとともに、

ターゲット像に合う企業をリストアップし、アプローチする企業を選定すること。   

また、選定した企業と本市との面談を実施し、作成した農業構想についてのフィード

バックを得ること。 

なお、面談を行う企業は 3社以上とする。 

（５）長門市未来農業創造協議会への参加 

   長門市の農業が将来にわたり持続可能な成長産業となるよう、農業における諸課題の

解決に向けた取組について研究・提言を行う「長門市未来農業創造協議会」へ参加し、

説明や助言、情報提供等を行うこと（オンライン参加可）。 

（６）成果物の提出 

(ア)業務報告書 

(イ) 農業構想 

※作成部数：紙媒体 20部、併せて電子媒体での納品 

※納品場所：長門市経済産業部農林水産課 

(ウ)その他、市からの指示に基づき、適宜、必要な書類を作成し提出すること。 

 

５ 定例会及び実施状況の報告 

 受託者は業務の実施内容の調整や進捗状況の共有のため、本市と月１回以上定期的に

オンラインで打合せを実施するものとし、打合せ日程については双方協議の上決定す

ること。 

 受託者は本市から請求があったときは、業務の進捗状況等について随時報告すること。 

６ 経理 

 委託業務を的確に遂行するに足りる能力を有するものとして、総勘定元帳及び現金出

納帳等の会計書類を整備すること。 

 会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して収入額及び支出額を記載し、委託費の使

途を明らかにしておくこと。 

 本業務は、国の「新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）」を活用

するため、会計検査の対象となることから、支出内容を証する経理書類を整備して、

会計帳簿とともに本業務の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、いつでも閲

覧に供することができるよう保存すること。 
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７ 業務完了報告 

受託者は、令和８年３月３１日又は業務完了後１０日以内のいずれか早い日までに、

次の（１）から（３）の書類を提出し、本業務の完了を報告すること。 

（１）業務完了報告書 

（２）業務報告書（各業務の実施実績が分かる資料とすること。） 

（３）その他、市長が必要と認める書類 

８ 業務の適正な実施に関する事項 

（１）受注者は、委託業務に係る活動内容（調査、調整等）について、書面で速やかに市 

に報告するとともに、積極的に市との調整を図ること。 

また、本委託業務の実施にあたり、不明な点や改善の必要を認める場合は、その都

度、市と協議により定めるものとする。 

（２）業務を円滑・適正に運営するための組織体制、人員配置を行うこと。 

（３）再委託等の制限 

① 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせてはな

らない。 

② 受託者は、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、 

あらかじめ、市に対して別途契約書で定める方法により再委託の内容、再委託先

（商号又は名称）及び 再委託先に対する管理方法等必要事項を報告し、書面にて

承諾を得なければならない。 

（４）守秘義務 

① 受託者は、本業務の実施に当たって知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益

のために利用することはできない。 

② 成果品（業務の履行過程において得られた記録等を含む）を第三者に閲覧させ、

複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、本市の承諾を得た場合はこの限り

ではない。 

（５）著作権の取り扱い 

① 本業務により新たに作成された資料等に係る著作権、所有権は、本市に帰属する

ものとし、本市は、受託者に事前の連絡なく加工及び二次利用できるものとする。

ただし、受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権

利等（以下「権利留保物」という。）については、受託者に留保するものとし、

この場合、本市は、権利留保物についての当該権利を独占的に使用できることと

する。 

② 受託者は、本業務の成果品に第三者が権利を有する著作物等が含まれる場合は、

当該著作物等の使用に必要な経費の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続き

を行わなければならない。 

（６）肖像権に関する事項 

受託者は、本業務の実施に当たって使用する写真の被写体が人物の場合は、肖像権

の侵害が生じないように留意しなければならない。 

（７）個人情報の保護 
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受託者は、本業務の実施に当たって得た個人情報については、情報の漏えい、滅失、

損傷の防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（８）誘致に関わる情報の業務完了後の取扱い 

受託者が本業務の実施過程で得た誘致対象となる企業や個人の連絡先、交渉経過等

の情報について、本業務完了後は本市が誘致交渉等を継続するために利用できるもの

とする。 

９ 留意事項 

本業務は、国の新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）を活用し実施

するものであるため、新しい地方経済・生活環境創生交付金 制度概要・要綱等に留意す

ること。 

 参照先URL：https://www.chisou.go.jp/sousei/about/shinchihoukouhukin/index.html 

 

なお、当該業務を実施するにあたり、 消耗品費、備品購入費（リースに限る、人件費、

旅費、使用料、通信運搬費、その他事業実施に必要な経費とする。 

（１）委託業務の対象とならない経費 

ア 国・県・市等の補助金、委託費等により既に支弁されている経費 

イ 機械・機器等の備品を購入又は改修するための経費 

ウ 土地・建物を取得するための経費 

エ 飲食費、土産物代 

オ 誘致企業が現地訪問する旅行代金 

カ 受注者の他の業務と区分できない経費 

キ 委託契約締結日前に支出した経費 

ク その他、事業との関連が認められない経費 

（２）その他 

委託業務の経理については、他の経理と明確に区分して適正に管理し、帳簿及び全て

の証拠書類を整理するとともに、これらの帳簿を業務が完了した日の属する事業年度の

翌年度の４月１日から５年間保存するものとする。 

10 その他 

本仕様書に記載されていない事項が発生した場合、あるいは本仕様書の記載事項に疑

義が生じた場合は、受託者と本市が必要に応じて協議するものとする。 


